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○古河市低入札価格取扱規程 

平成17年９月12日 

訓令第47号 

改正 平成20年10月１日訓令第37号 

平成31年３月26日訓令第５号 

令和元年９月５日訓令第６号 

令和４年２月22日訓令第２号 

令和５年３月１日訓令第２号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、市が発注する工事又は製造の請負契約を適正に行うた

め、競争入札の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（適用） 

第２条 この訓令は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10

の２に規定する総合評価一般競争入札その他の方法により工事又は製造の

請負契約（以下「契約」という。）を締結する場合であって、市長が特に

必要と認めるときに適用する。 

（調査基準価格） 

第３条 市長は、契約を締結しようとするときは、古河市契約規則（平成31

年規則第24号）第11条第１項に規定する契約の相手方となるべき者により、

当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基

準となる価格（以下「調査基準価格」という。）を定めるものとする。 

２ 調査基準価格は、次の各号に掲げる建設工事の種別ごとに当該各号に定

める算定方法に基づき算定する。 

(１) 次号から第４号までに掲げる建設工事以外の工事 予定価格算出の

基礎となった次に掲げる額の合計額（１万円未満切捨て）に100分の110

を乗じて得た額とする。ただし、当該算定して得た額が予定価格の10分

の9.2を超える場合にあっては予定価格の10分の9.2の額とし、10分の7.5

に満たない場合にあっては予定価格の10分の7.5の額とする。 

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 
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イ 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額 

ウ 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額 

エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額 

(２) 建設工事のうち、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び外構

工事 前号ア中「直接工事費の額」とあるのは「直接工事費相当額（直

接工事費に10分の９を乗じて得た額）」と、同号ウ中「現場管理費の額」

とあるのは「現場管理費相当額（現場管理費に直接工事費の 10分の１を

加えた額）」と読み替えて同号の規定により算定する。 

(３) 前号に掲げるもののほか、その他の製造部門を持つ専門工事業者を

対象にした建設工事 第１号ア中「直接工事費の額」とあるのは「直接

工事費相当額（直接工事費に10分の８を乗じて得た額）」と、同号ウ中

「現場管理費の額」とあるのは「現場管理費相当額（現場管理費に直接

工事費の10分の２を加えた額）」と読み替えて同号の規定により算定す

る。 

(４) 特別な建設工事 前３号の算定方法にかかわらず、予定価格の10分

の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の額とする。 

３ 市長は、前２項の規定により調査基準価格を定めたときは、当該調査基

準価格を記載した調査基準価格書（別記様式）を封入し、開札の際にこれ

を開札場所に置かなければならない。 

（調査基準価格を下回る入札） 

第４条 市長は、競争入札の結果、最低入札価格（古河市総合評価落札方式

試行要領（平成20年告示第267号）に基づく総合評価落札方式にあっては、

評価する総合評価点が最も高い者（以下「最高評価者」という。）の入札

価格）が調査基準価格を下回る価格であったときは、当該最低入札価格の

入札をした者（以下「最低価格入札者」という。）又は最高評価者により

当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか、契約主管課長、

設計担当主管課長及び設計担当者（以下これらを総称して「契約調査職員」

という。）に確認又は調査させるものとする。 

（数値の確認） 
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第５条 契約調査職員は、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入

札時に提出された工事費内訳書に基づき、次に掲げる基準に適合するかど

うかを確認しなければならない。 

(１) 直接工事費が、当該費目に係る設計額の90パーセント以上であるこ

と。 

(２) 共通仮設費が、設計額の80パーセント以上であること。 

(３) 現場管理費が、設計額の80パーセント以上であること。 

(４) 一般管理費が、設計額の30パーセント以上であること。 

（調査の実施） 

第６条 契約調査職員は、最低価格入札者又は最高評価者（以下「最低価格

入札者等」という。）であって前条各号の基準のいずれにも適合するもの

から次に掲げる事項を事情聴取することにより調査を行う。 

(１) 入札金額の決定理由及び入札金額積算内訳 

(２) 入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況 

(３) 同種又は類似の手持ち工事の状況 

(４) 手持ち資材及び機械数の状況 

(５) 資材購入先及び入札者と資材購入先との関係 

(６) 労務者の具体的調達見通し 

(７) 特別な理由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達がで

きるとの主張がある場合における、その適否 

(８) その他必要な事項 

２ 調査は、契約主管課長が主宰する。 

３ 契約主管課長は、調査終了後、調査の結果に契約調査職員の意見を付し、

書面により市長に報告するものとする。 

（落札者等の決定等） 

第７条 市長は、第４条の規定に該当する場合において第５条各号に掲げる

基準のいずれかに適合しないときは、最低価格入札者等の入札価格によっ

ては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるものと認め、次順

位者を落札者又は落札候補者（以下「落札者等」という。）とし、その旨
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を当該最低価格入札者等に通知する。 

２ 市長は、第４条の規定に該当する場合において前条に規定する調査を行

わせた場合は、調査の結果、契約調査職員の意見等を勘案し、最低価格入

札者等の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがな

いと認めるときは当該最低価格入札者等を落札者等とし、そのおそれがあ

ると認めるときは次順位者を落札者等とし、その旨を当該最低価格入札者

等に通知する。 

３ 前２項の規定により次順位者を落札者等としようとする場合において、

次順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、第４条から前項まで

の規定を準用する。 

（補則） 

第８条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成17年９月12日から施行する。 

附 則（平成20年訓令第37号） 

この訓令は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則（平成31年訓令第５号） 

この訓令は、平成31年４月１日から施行し、同日以後に締結する請負契約

から適用する。 

附 則（令和元年訓令第６号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和元年９月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の古河市低入札価格取扱規程の規定は、社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一

部を改正する等の法律（平成24年法律第68号）第３条の規定による改正後

の消費税法（昭和63年法律第108号）の適用を受ける請負契約について適用

し、それ以外の請負契約については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年訓令第２号） 
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この訓令は、令和４年４月20日から施行する。 

附 則（令和５年訓令第２号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 



6/6 

 


